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官報情報検索ツールの改善に伴う具体的な対応

（１）官報情報検索ツール利用における遵守事項の徹底
•情報管理の徹底のため、官報情報検索ツールを利用する全ての担当者について、文部科学省への所属及び氏名の事前登録を義務化。
•免許状の有効性や失効情報の確認に当たっては、官報情報検索ツールにより得られた情報にのみ依拠することなく、採用希望者である本人に対し
て、面接等で必ず確認するなど、より詳細に確認した上で判断すること。

（２）適切な採用のための留意事項
•採用関係書類における履歴について空白期間が生じないよう記載を求めること。
•採用関係書類の賞罰欄等に、刑事罰のみでなく、懲戒処分歴についても明示的に記載を求めること。
•必要に応じて、過去の勤務先に懲戒処分事案の概要等を問い合わせること。また、問い合わせを受けた場合も、適切に対応すること。
•以上のような取組などを通じ、退職歴（理由を含む。）を確認すること。
•禁錮以上の刑の執行を終えた場合も、刑が消滅するまで（10年間）は欠格期間に該当すること等を採用関係書類の様式等において明示すること。
•免許状の氏名に外字が用いられている場合には、正確な外字及び標準文字の両方で検索を行うこと。 （外字の例） 「齊」、「邊」、「髙」、「嵜」

•官報に掲載されている時点の氏名と現在の氏名が変わっている可能性もあるため、採用関係書類に改名の事実の有無の記載を求めたり、大学の
卒業証明書等の提出を求めたりするなどして、旧姓や改名前の氏名についても検索を行うこと。

①官報情報検索ツール活用の目的・意義等を改めて全ての採用権者に周知。
•官報情報検索ツールは、教員採用に当たり、採用権者が採用希望者について過去に懲戒免職処分等を受け免許状が失効・取上げとなった事実の有無を確認する際
の手段の一つとして、官報に公告された公開情報である免許状の失効・取上げ情報を簡便に確認することができるよう、文部科学省が提供するもの。

•官報情報検索ツールは、免許状の有効性の確認に加え、過去の懲戒免職歴等を秘匿して採用されることを防ぐなど適切な採用の実施に資すること。
•官報情報検索ツールによる検索の結果を端緒として、採用関係書類の自己申告内容との整合性を確認したり、面接等を通じ、どのような理由で懲戒免職等に至った
のか等をより詳細に確認した上で、採用の判断をすることができること。

②10月末より、現行の直近３年分を拡充し、まず直近５年分の官報掲載情報の提供を開始。
（令和３年２月中に、過去40年分の官報掲載情報について検索可能とする予定。）
③全ての採用権者に対して、官報情報検索ツールの適切な活用を改めて呼びかけ。

官報情報検索ツールの改善及びその適切な活用について【概要】
（令和２年10月30日付け 教育人材政策課長・私学行政課長連名通知）


